
                                技術提案説明書 

 

 令和７年４月１５日に公告した令和７年度岡山県ブラジル県人会訪問団派遣業務に係る

技術提案については、関係法令に定めるもののほか、この技術提案説明書によるものとする。 

 

１ 技術提案に付する事項 

（１）公告番号 

      国際第１９号 

（２）業務名 

   岡山県ブラジル県人会訪問団派遣業務 

（３）業務内容 

   岡山県ブラジル県人会訪問団派遣業務仕様書のとおり 

（４）契約期間 

   契約締結の日から令和７年９月 30日まで 

 

２ 技術提案に参加できる者の資格 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に該当する者

でないこと。 

（２）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成 19 年岡山県告示第 332

号）に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

（３）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 

（４）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でない

こと。 

（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）で

ないこと。 

（６）「岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿」における大分類が「５企画・

製作」、小分類が「８その他（旅行企画）」であり、格付区分がＡであること。 

（７）日本からブラジルへの送客業務等の実績を有すること。 

 

３ 業務契約に関する事務を担当する課の名称及び契約条項を示す場所 

      岡山県県民生活部国際課 

      〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 

      電話 （０８６）２２６－７２８３ ／ FAX （０８６）２２３－３６１５ 

 



４ 技術提案参加手続等 

（１）技術提案参加資格確認申請書（様式第１号）の提出 

  ①提出期間  令和７年４月１５日（火）から令和７年４月２２日（火）まで（閉庁日

を除く。）の午前９時から午後５時まで（郵送の場合は必着とする。） 

  ②提出場所  上記３の場所に同じ 

  ③提出方法  持参又は郵便等（書留郵便、配達記録郵便その他これに準じる方法         

によるものに限る。） 

（２）技術提案参加資格要件の審査及び通知等 

  ①審査結果の通知 

     技術提案参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適合と認めら

れる者に対してのみ、令和７年４月２４日（木）までにその旨を通知する。この通知

を受けた者は、この技術提案に参加することができない。 

  ②技術提案参加資格要件不適合の理由の説明要求 

       技術提案参加資格要件不適合通知を受け取った者は、通知を受け取った日から起

算して７日以内に、上記３の宛先に FAXする方法により、説明を求める書面を提出す

ることができる。 

（３）仕様等に対する質問の受付 

  ①受付期間  令和７年４月１５日（火）から令和７年４月２２日（火）まで（閉庁日

を除く。）の午前９時から午後５時まで 

  ②方    法  「仕様書に対する質問・回答書」（様式第３号）によりメール又は FAX 

にて送ること。 

  ③宛    先  岡山県県民生活部国際課 

         E-mail kokusai@pref.okayama.lg.jp 

       FAX （０８６）２２３－３６１５ 

  ④そ の 他    技術提案実施後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議         

を申し立てることはできない。 

 

５ 技術提案書の提出 

（１）提出日時   令和７年４月３０日（水） 午後５時必着 

（２）提出場所    上記３の場所に同じ 

（３）提出書類  ① 技術提案書（様式第２号） ４部 

         ② 見積書（様式任意） １部 

（４）提出方法  持参又は郵便等（書留郵便、配達記録郵便その他これに準じる方法 

                  によるものとする。） 

（５）留意事項  技術提案書は、様式第２号記載の項目がすべて記載されていれば、 

         第１頁を除き任意の様式（ただし、Ａ４サイズに限る）でもよい。 



６ 技術提案書の審査 

（１）審査方法 

   別途設置する選定委員会において、技術提案書等の内容を別に定める審査基準によ

り審査し、契約の相手方を選定する。 

（２）審査結果の通知方法 

    審査後、速やかに書面により通知する。 

 

７ 契約の作成・締結 

（１）６で選定された者と随意契約による委託契約の締結手続きを行う。 

（２）契約の締結に当たり作成する委託業務仕様書は、提出された技術提案書を尊重す  

ることを原則とするが、その内容に限定されないものとする。 

（３）委託業務仕様書作成のため、技術提案書の選定後に業務の具体的な実施方法につ  

いて提案を求めることがある。 

（４）契約保証金は、岡山県財務規則（昭和 61 年岡山県規則第 8 号）第 153 条及び第 155

条の規定による。 

（５）業務委託契約書作成を要する。 

（６）契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならな

い。なお、この誓約書を提出しないときは、契約締結を拒んだものとみなす。 

 

８ その他 

（１）提出期間内に技術提案参加資格確認申請書を提出しない者（提出場所に到達しな  

かった者を含む。）は、技術提案書を提出することができないものとする。 

（２）技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

（３）提出された技術提案参加資格確認申請書、技術提案書、見積書及び添付書類は返  

却しないこととする。 

（４）県は、提出された技術提案参加資格確認申請書及び技術提案書を、技術提案の選  

定手続き以外に、提出者に無断で使用しないこととする。 

（５）技術提案参加資格確認申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術  

提案参加資格確認申請書及び技術提案を無効とする。 

（６）提出後における技術提案参加資格確認申請書、技術提案書及び見積書の差し替え  

及び再提出は認めないこととする。 

 


